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長野県告示第584号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる場合を含

む。）の規定により、医療機関を次のとおり指定しました。

　　令和３年11月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一

病院、診療所又は薬局

名　　　　　称 所　　　在　　　地 指	定	年	月	日

川岸薬局 岡谷市川岸上３丁目２－４ 令和３年８月１日

くまがいクリニック 飯田市北方2428－１ 令和３年８月１日

きくち歯科クリニック 佐久市中込3639－52 令和元年11月１日

往診クリニックちの 茅野市ちの横内2664－１ 令和元年10月２日

いいやまファミリークリニック 飯山市大字静間2091－２ 令和３年９月１日

きたがた薬局 飯田市北方2428－４ 令和３年９月１日

片倉フレンド薬局 諏訪市豊田橋下1243－５ 令和２年12月13日

地域福祉課
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長野県告示第586号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる場合

を含む。）の規定により、指定を受けた医療機関からその業務を廃止する旨、次のとおり届出がありました。

　　令和３年11月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一

病院、診療所又は薬局

名　　　　　称 所　　　在　　　地 廃	止	年	月	日

川岸薬局 岡谷市川岸中２－３－６ 令和３年７月31日

さくら薬局長野岩村田店 佐久市岩村田1335－５ 令和３年８月10日

有限会社高市薬局 岡谷市川岸上３－２－５ 令和３年７月31日

片倉フレンド薬局 諏訪市豊田1243－５ 令和２年12月12日

長野県告示第585号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第51条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる場

合を含む。）の規定により、指定を受けた医療機関からその指定を辞退する旨、次のとおり届出がありました。

　　令和３年11月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一

病院、診療所又は薬局

名　　　　　称 所　　　在　　　地 辞	退	年	月	日

岩波薬局 諏訪市高島１－21－23 令和３年８月31日

大塚歯科クリニック 千曲市上山田温泉４－３－５ 令和３年８月26日

地域福祉課

地域福祉課

長野県告示第587号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によ

るものとされる場合を含む。）の規定により、施術者を次のとおり指定しました。

　　令和３年11月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　施術者又は助産師

氏　　　　　名 住　　　　　所 指	定	年	月	日

田中　経義 諏訪郡原村11499－５－203 令和３年８月27日

穂戸田　清 上田市上田1853－８ 令和３年９月３日

２　施術所又は助産所

名　　　　　称 所　　　在　　　地 指	定	年	月	日

たなか整骨院鍼灸院 諏訪郡原村11535－１ 令和３年８月27日

うえだ治療院 上田市上田1853－８ 令和３年９月３日

地域福祉課
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長野県告示第588号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例

によるものとされる場合を含む。）の規定により、指定を受けた施術者から名称等が変更になった旨、次のとおり届出があ

りました。

　　令和３年11月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　施術者又は助産師

氏　　　名 住　　　　　所
変更事項

変	更	年	月	日
新 旧

中村　弘美
上伊那郡飯島町七久保1480
－４

上伊那郡飯島町七久保1480
－４

下伊那郡松川町元大島3212
－９

令和３年８月２日

２　施術所又は助産所

名　　　称 所　　在　　地
変更事項

変	更	年	月	日
新 旧

アルプス鍼灸接
骨院

上伊那郡飯島町七久保1480
－４

上伊那郡飯島町七久保1480
－４

下伊那郡松川町元大島3212
－９

令和３年８月２日

地域福祉課

長野県告示第589号

　次の区域を長野県産業投資応援条例（平成17年長野県条例第25号）第２条第１項第１号のオに規定する製造業等を営む法

人等の投資を応援する必要があると認める区域とします。

　　令和３年11月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　下伊那郡豊丘村大字神稲3052番４、3052番19、3059番１、3179番１、3179番３、3364番１、3364番２、3370番１、3370番２、3370番４、

3370番５、3370番６、3370番７及び 3372番１

産業立地・ＩＴ振興課

長野県告示第590号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更します。

　　令和３年11月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　飯山市（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　なだれの危険の防止

３　変更後の指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び飯山市役所に備え置いて

縦覧に供する。）
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長野県告示第592号

　長野県収入証紙条例（昭和39年長野県条例第58号）第９条第１項の規定により、令和３年10月19日、次の者を売りさばき

人に指定しました。

　　令和３年11月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

売りさばき人の氏名（名称） 住　　　所 売りさばき場所

株式会社ミタカコーポレーション 長野県上田市上田原1405－４
長野県上田市下之郷265－７
セブン・イレブン上田下之郷店

会　計　課

森林づくり推進課

長野県告示第591号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更します。

　　令和３年11月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　木曽郡南木曽町（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　風致の保存

３　変更後の指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

　　イ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上

のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び南木曽町役場に備え置い

て縦覧に供する。）

森林づくり推進課

長野県上田建設事務所告示第７号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和３年11月19日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県上田建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和３年11月１日

	 長野県上田建設事務所長　清　水　孝　二

１　道路の種類　　一般国道

２　路		線		名　　142号

３　道路の区域　

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

小県郡長和町和田字男女倉5309番の279地先から
小県郡長和町和田字ツチヤ5508番の 88地先まで

旧

ｍ

10.2 ～ 69.4

Km

0.1060

同　　　　　上 新 10.2 ～ 66.0 0.1060
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道路管理課

公告

　表彰規則（昭和34年長野県規則第６号）第７条の規定により、令和３年10月21日付けで次の者を表彰しました。

　　令和３年11月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一

スポーツ特別栄誉賞

　菊　池　涼　介　　　　藤　澤　　　潔　　　　堀　越　信　司

スポーツ栄誉賞

　大　迫　　　傑　　　　デーデー・ブルーノ　　萩　谷　　　楓

　田　代　佳奈美　　　　石　川　真　佑　　　　金　子　広　美

　山　本　幸　平　　　　大　岩　義　明　　　　佐　藤　英　賢

　西　藤　俊　哉　　　　奥　原　希　望　　　　矢　澤　亜　季

人　事　課

公告

　県営大沼池地区土地改良事業の工事は、次のとおり完了しました。

　　令和３年11月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　土地改良事業の名称

　　県営農村地域防災減災事業

２　工事の着手年月日

　　平成31年４月23日

３　工事の完了年月日

　　令和２年10月12日

農地整備課

公告

　県営町村大沢地区土地改良事業の工事は、次のとおり完了しました。

　　令和３年11月１日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　土地改良事業の名称

　　県営農村地域防災減災事業

２　工事の着手年月日

　　令和元年９月10日

３　工事の完了年月日

　　令和２年７月22日

農地整備課


